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       市街化調整区域における地区計画ガイドラインについて       

 

市街化調整区域における地区計画ガイドラインの見直しの経緯 

本市では、平成１２年３月に策定した都市計画マスタープラン（平成２０年３月一部改正）を

補完する計画として、平成２３年８月に市街化調整区域における土地利用方針を策定するととも

に、市街化調整区域の計画的な土地利用を図ることを目的とする市街化調整区域における地区計

画ガイドライン（以下、ガイドライン。）を策定しました。また、平成２８年３月の都市計画マ

スタープランの改定や平成３１年３月に公共施設再配置計画第１期実行プランの方針を受けて、

ガイドラインの一部改定を行いました。 

今般、インターチェンジ周辺の交通利便性の高い主要幹線道路沿線について、民間活力を導入

し地域振興に資する事業が展開できるよう、また、社会情勢の変化に伴い環境負荷の少ない工場

の要請が高くなってきたことから、幹線道路沿道開発誘導ゾーン及び I.C 周辺開発誘導ゾーンに

環境負荷の少ない工場が立地できるよう令和４年９月に、都市計画マスタープランの改定を受け

て、ガイドラインの一部改定を行いました。 

 

Ⅰ 市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方 

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、都市計画マスタープランにおいても、市

街化調整ゾーンは原則として新たな市街地の拡大を抑制するものとし、以下の考え方に基づき、

土地利用の形成を図るとされています。 

・自然環境との調和を図ります。 

・既存集落の活性化のため、住宅の立地誘導を図ります。 

・６次産業化やグリーンツーリズムなど農業振興による地域の活性化を目指します。 

・地域の資源や特性を活かし、地域の活性化に資する計画的な開発の誘導をします。 

  ・公共施設跡地は、地域コミュニティ形成の拠点であることなどを考慮し、地域振興に寄与す

る施設の誘導を図ります。 

なお、都市計画マスタープラン３－１－（２）市街化調整ゾーンの土地利用方針では、適正な

土地利用の規制を図るため、地域の特性に応じ７ゾーン１地区に区分しています。 

 

Ⅱ 市街化調整区域における地区計画の導入 

第Ⅰ章「市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方」に即し、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第１２条の５第１項第２号の規定に基づく地区計画を導入する場合について、

その目的や技術的基準を示します。 
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（ａ）環境共生型 

集落において、集落コミュニティの維持を図るため、自然環境と調和を図るゆとりあ

る田園型住宅、生活利便施設及び自然環境と調和し地域振興に寄与する施設の立地を誘

導するとともに、建築物の形態などを制限する地区計画 

（ｂ）集落活性化型 

集落において、地区の拠点形成を目指し集落の活性化を図るため、自然環境と調和を

図りつつ人口の増加に寄与するゆとりある田園型住宅、生活利便施設、業務施設及び自

然環境と調和し地域振興に寄与する施設の立地を誘導し、少子高齢化による空家や空き

地の増加による生活環境の悪化を防止し、建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

（ｃ）住環境整備型 

市街化区域縁辺部において、建築物の用途の混在など街区環境の悪化防止を図るため、

建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

（ｄ）拠点開発誘導型 

高速道路インターチェンジから、概ね半径５００ｍ以内の区域で、自然環境との調和

を図り、活力ある産業・流通業務・環境負荷の少ない工業の立地を誘導する区域として、

建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

（ｅ）沿道開発誘導型 

主要幹線道路に面し、既に沿道利用型施設の立地が進み、または立地が見込まれる区

域で、地域振興を担う区域で通過交通に対応する産業・流通業務・環境負荷の少ない工

業の立地を誘導する地域として、建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

 （ｆ）公共施設跡地利活用型 

各ゾーンの中に立地する公共施設の跡地で、地域振興に寄与する施設の立地を誘導す

る地域として、建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

 

 

市街化調整区域における地区計画の基本事項 

『Ⅰ 市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方』を踏まえ、『Ⅱ 市街化調整区域

における地区計画の導入』に示すとおり、地域の特性に応じた土地利用の方針に基づき、それぞ

れの類型について地区計画を作成する場合の基本事項を次のとおり定めます。 
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【基本事項】 

共
通
事
項 

⑴  ガイドラインに基づく地区計画は都市計画法、都市計画運用指針等、他法令や市の施策に適合したものとする。 

⑵ 地区計画の区域における道路、排水、緑地等の地区施設の整備基準は、都市計画法第３３条及び木更津市宅地開発指導要綱の基準を準用し、地区計画の原案の作成段階で市と十分協議

すること。 

⑶ 地区計画の区域には、原則として次に掲げる地域・地区等を含めないこと。 

 ① 農業振興地域の農用地区域、集団的優良農用地、農業生産性の高い農用地又は土地基盤整備事業の完了、実施中若しくは計画中の受益区域内に含まれる農地  

 ② 集落地域整備法第３条に規定する集落地域 

 ③ 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

 ④ 保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安林施設予定地又は保安林整備計画において保安林の指定が計画されている土地の区域  

 ⑤ 自然環境保全法の指定地域及び自然公園法の特別地域 

 ⑥ 県立自然公園特別地域又は県自然環境保全地域 

 ⑦ 砂防指定地、地すべり防止地区、急傾斜崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、河川の氾濫区域、湛水、土砂流出、地すべり等により災害の危険が大きいと想定される区域  

 ⑧ 近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護地区、その他緑地として特に保全すべき土地 

 ⑨ 国、県、市町村指定の史跡若しくは名勝、天然記念物に係る地域、県指定の旧跡又は選定重要遺跡に係る地域 

 ⑩ 廃棄物最終処分地等の都市的土地利用不適地 

 ⑪ その他、他法令による規制がされている地域で地区計画を定めることが適当でないと認められる区域 

⑷ 必要に応じ建築基準法第６８条の２の規定に基づく条例に位置付ける。 

⑸ 集落環境、自然環境を著しく悪化させる土地利用の規制について都市計画法又は建築基準法で対象とならないものは、地方自治法第１４条第１項の規定による条例により対応を検討す

る。 

⑹ 地区計画の原案は、都市計画法第２１条の２の規定による都市計画の決定又は変更の提案によるものとする。 
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地区整備計画に関する事項 

地区計画の 

類型 
（ａ）環境共生型 （ｂ）集落活性化型 （ｃ）住環境整備型 （ｄ）拠点開発誘導型 （ｅ）沿道開発誘導型 （ｆ）公共施設跡地利活用型 

都市計画マスター

プラン３－１－

（２）市街化調整

ゾーンの土地利用

方針におけるゾー

ン名称 

自然環境共生ゾーン 集落活性化ゾーン 住環境整備誘導ゾーン インター周辺開発誘導ゾーン 幹線道路沿道開発誘導ゾーン 公共施設跡地利活用地区 

決定できる 

区域及び規模 

⑴  ひとつ又は複数の集落

に、概ね１０戸以上の住

宅が立地している区域 

  ただし、自然体験学習

施設、農林水産業施設、

食品加工業施設及び観光

農園等自然環境を整備活

用し地域振興に寄与する

施設についてはこの限り

ではない。 

⑵  原則、０．５ヘクター

ル以上の区域 

⑴  ひとつ又は複数の集落

に、概ね１０戸以上の住宅

が立地している区域 

  ただし、自然体験学習施

設、農林水産業施設、食品

加工業施設、業務施設及び

観光農園等自然環境を整備

活用し地域振興に寄与する

施設についてはこの限りで

はない。 

⑵  原則、０．５ヘクタール

以上の区域 

⑴ 概ね１ヘクタール以上の

区域 

 

⑴  原則、５ヘクタール以上

の区域 

 

⑴ 概ね２ヘクタール以上の区

域 

 

⑴  市が民間事業者等との間で

賃貸借契約を結んだ公共施設

跡地（以下「民活導入跡地」

という。）又は公共施設跡地利

活用の目的を達成するために

必要な民活導入跡地を含む一

団の土地の区域 

  ただし、地区計画の区域

（道路、水路等の公共用地を

除く）面積は、民活導入跡地

面積の原則、１．５倍を超え

てはならない。 

⑵  原則、０．５ヘクタール以

上の区域 

地区計画の目標・

土地利用の方針 

 自然環境との調和を図

り、ゆとりある集落環境の

形成を目指し、生活環境の

整備、集落のコミュニティ

の維持の観点から、地域住

民主導のもと市と連携し適

切に定める。 

 ただし、１ヘクタールを

超える大規模住宅地開発は

規制するものとする。 

 自然環境との調和を図り、

地区の活性化に資する都市機

能の立地を誘導するととも

に、ゆとりある集落環境の形

成を目指し、生活環境の整

備、集落のコミュニティの維

持の観点から、地域住民主導

のもと市と連携し適切に定め

る。 

 ただし、１ヘクタールを超

える大規模住宅地開発は規制

するものとする。 

 良好な集落環境の形成を目

指し、周辺環境との調和及び

スプロールを防止する観点か

ら、地域住民が主導のもと市

と連携し適切に定める。 

 広域交通網等地域特性を活かし、地域の活性化に寄与するとと

もに市の健全な発展を目指すもので、都市計画マスタープラン３

－１－（２）市街化調整ゾーンの土地利用方針の内容により適切

に定める。 

 都市計画マスタープラン３－

１－（２）市街化調整ゾーンの

土地利用方針の内容により適切

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

地区計画の 

類型 
（ａ）環境共生型 （ｂ）集落活性化型 （ｃ）住環境整備型 （ｄ）拠点開発誘導型 （ｅ）沿道開発誘導型 （ｆ）公共施設跡地利活用型 

地
区
整
備
計
画 

地区施設 

 都市計画マスタープラン

３－１－（２）市街化調整

ゾーンの土地利用方針の内

容を踏まえ自然環境との調

和を図り、道路、公園、緑

地、広場その他公共空間の

配置・規模を適切に定め

る。 

 都市計画マスタープラン３

－１－（２）市街化調整ゾー

ンの土地利用方針の内容を踏

まえ防災・安全・生活利便性

の向上・集落の活性化につな

がるよう道路（拡幅・新設）、

公園、緑地、広場その他公共

空間の配置・規模を適切に定

める。 

 都市計画マスタープラン３

－１－（２）市街化調整ゾー

ンの土地利用方針の内容を踏

まえ防災・安全・生活利便性

の向上につながるよう道路

（拡幅・新設）、公園、緑

地、広場その他公共空間の配

置・規模を適切に定める。 

 都市計画マスタープラン３－１－（２）市街化調整ゾーンの土

地利用方針の内容を踏まえ自然環境との調和を図り、道路、公

園、緑地、広場その他公共空間の配置・規模を適切に定める。 

 都市計画マスタープラン３－

１－（２）市街化調整ゾーンの

土地利用方針の内容を踏まえ必

要に応じ適切に定める。 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等 
の用途の 
制限 

⑴  立地可能な建築物の用

途は、原則として戸建て

住宅、生活利便施設、公

共公益施設及び福祉施設

並 び に 自 然 体 験 学 習 施

設、農林水産業施設、食

品加工業施設及び観光農

園等自然環境を整備活用

し地域振興に寄与する施

設に限る。 

⑵  自然環境を悪化させる

恐れのある建築物の立地

は規制する。 

⑴  立地可能な建築物の用途

は、原則として戸建て住

宅、生活利便施設、公共公

益施設、業務施設及び福祉

施設並びに自然体験学習施

設、農林水産業施設、食品

加工業施設、業務施設及び

観光農園等自然環境を整備

活用し地域振興に寄与する

施設に限る。 

⑵  自然環境を悪化させる恐

れのある建築物の立地は規

制する。 

⑴ 立地可能な建築物の用途

は主に住居系建築物とし、

隣接する用途地域を参考に

適切に定める。 

⑵ 住環境を悪化させる恐れ

のある建築物の立地は規制

する。 

 

⑴ 立地可能な建築物の用途は、地域の特性を活用するとともに

都市計画マスタープラン３－１－（２）市街化調整ゾーンの土

地利用方針の内容により適切に定める。（Ｅｘ．物流施設、食品

加工施設、商業施設、環境負荷の少ない工場及びこれらに附属

する施設） 

⑵ 前記のほか、地域振興又は農業生産物の流通経路の確保又は

拡大につながる小売店舗等農業振興に寄与するもの 

⑶ 周辺環境を悪化させる施設の立地は規制する。（Ｅｘ．廃棄物

処理施設、危険物処理施設等） 

⑴  立地可能な建築物の用途

は、地域の特性を活用すると

ともに都市計画マスタープラ

ン３－１－（２）市街化調整

ゾーンの土地利用方針の内容

により適切に定める。 

⑵  前記のほか、市長が認める

もの。 

⑶  周辺環境を悪化させる施設

の立地は規制する。（Ｅｘ．廃

棄物処理施設、危険物処理施

設等） 

容積率及
び建蔽率
の最高限

度 

⑴  建築物の容積率の最高

限度は、１００％以下の

数値で、適切に定める。 

⑵  建築物の建蔽率の最高

限度は、３０～５０％以

下の数値で、適切に定め

る。 

⑴  建築物の容積率の最高限

度は、１００％以下の数値

で、適切に定める。 

⑵  建築物の建蔽率の最高限

度は、３０～５０％以下の

数値で、適切に定める。 

⑴ 建築物の容積率の最高限

度は、２００％以下の数値

で、適切に定める。 

⑵ 建築物の建蔽率の最高限

度は、５０～６０％以下の

数値で、適切に定める。 

⑴ 建築物の容積率の最高限度は、周辺環境との調和に配慮し２

００％以下の数値で、適切に定める。 

⑵ 建築物の建蔽率の最高限度は、周辺環境との調和に配慮し６

０％以下の数値で、適切に定める。 

⑴  建築物の容積率の最高限度

は、周辺環境との調和に配慮

し２００％以下の数値で、必

要に応じ適切に定める。 

⑵  建築物の建蔽率の最高限度

は、周辺環境との調和に配慮

し６０％以下の数値で、必要

に応じ適切に定める。 

 

敷地面積 
の 

最低限度 

⑴  建築物の敷地面積の最

低限度は、３００㎡以上

の 数 値 で 、 適 切 に 定 め

る。 

⑵  住宅以外の用途の建築

物の敷地面積の最低限度

は、上記以上の数値で、

適切に定める。 

⑴  建築物の敷地面積の最低

限度は、３００㎡以上の数

値で、適切に定める。 

⑵  住宅以外の用途の建築物

の敷地面積の最低限度は、

上記以上の数値で、適切に

定める。 

建築物の敷地面積の最低限

度は、１６５㎡以上の数値

で、適切に定める。 

建築物の敷地面積の最低限度は、２，０００㎡以上の数値で、

適切に定める。 

 

建築物の敷地面積の最低限度

は、必要に応じ適切に定める。 

 

壁面の 
位置の 
制限 

壁面の位置の制限は、実

情に応じ、検討する。 

壁面の位置の制限は、実情

に応じ、検討する。 

壁面の位置の制限は、実情

に応じ、検討する。 

壁面の位置の制限は、５ｍ以上の数値で、適切に定める。 壁面の位置の制限は、必要に

応じ適切に定める。 

建築物等 
の高さの 
最高限度 

建築物等の高さの最高限

度は、１０ｍとする。 

建築物等の高さの最高限度

は、１０ｍとする。 

建築物等の高さの最高限度

は、１２ｍ以下の数値で、適

切に定める。 

拠点開発誘導型による、建

築物等の高さの最高限度は、

周辺環境に十分配慮した数値

で、適切に定める。 

沿道開発誘導型による建築物

等の高さの最高限度は、原則２

０ｍ以下の数値で、適切に定め

る。 

公共施設跡地利活用型による

建築物等の高さの最高限度は、

必要に応じ適切に定める。 
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地区計画の 

類型 
（ａ）環境共生型 （ｂ）集落活性化型 （ｃ）住環境整備型 （ｄ）拠点開発誘導型 （ｅ）沿道開発誘導型 （ｆ）公共施設跡地利活用型 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等 
の形態・ 
意匠の 
制限 

⑴  建築物の形態及び意匠

の制限については、屋根

の形態及び色彩並びに外

壁の色彩を地域の特性に

応じ適切に定める。 

⑵  工作物の形態及び色彩

の制限について、適切に

定める。 

⑴  建築物の形態及び意匠の

制限については、屋根の形

態及び色彩並びに外壁の色

彩を地域の特性に応じ適切

に定める。 

⑵  工作物の形態及び色彩の

制限について、適切に定め

る。 

建築物の形態及び意匠の制

限については、実情に応じ、

検討する。 

⑴ 建築物の形態又は意匠の制限は、必要に応じ適切に定める。 

⑵ 工作物の形態又は意匠の制限は、必要に応じ適切に定める。 

 

 

かき・柵
の構造の
制限 

⑴  かき又は柵（門柱は除

く。）の構造は、コンクリ

ートブロック造、補強コ

ンクリートブロック造、

石造、レンガ造及びこれ

らに類するもの以外とす

る。 

⑵  かき又は柵の設置は、

必要に応じ道路端から後

退させるものとする。 

⑴  かき又は柵（門柱は除

く。）の構造は、コンクリー

トブロック造、補強コンク

リートブロック造、石造、

レンガ造及びこれらに類す

るもの以外とする。 

⑵  かき又は柵の設置は、必

要に応じ道路端から後退さ

せるものとする。 

⑴ かき又は柵の構造の制限

は、実情に応じ、検討す

る。 

⑵ かき又は柵の設置は、必

要に応じ道路端から後退さ

せるものとする。 

かき又は柵の構造の制限は、周辺環境に配慮し適切に定める。 かき又は柵の構造の制限は、

周辺環境に配慮し、必要に応じ

適切に定める。 

土地の利用に 
関する事項 

自然環境を著しく減少又

は悪化させる土地利用は規

制する。 

自然環境を著しく減少又は

悪化させる土地利用は規制す

る。 

 

住環境を悪化させる恐れの

ある土地利用は規制する。 

⑴ 地区の区分を定め、必要に応じ建築物の用途の制限（住宅立

地の規制等）を適切に定める。 

⑵ 区域内の緑化率は３％以上の数値で、適切に定める。 

自然環境及び住環境を悪化さ

せる恐れのある土地利用は規制

する。 

備 考 
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土地利用方針図（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾アクアライン  

JR 久留里線  

袖ヶ浦市 

東京湾 

木更津内港 

JR 木更津駅  

JR 巌根駅  

君津市 

国道 127 号  

小櫃川  

都市計画道路 3.3.7 号中野畑沢線  

首都圏中央連絡自動車道  

東関東自動車道館山線  

 既存市街化ゾーン  調整ゾーン 

 自然環境保全ゾーン 
 

鉄道駅 

 自然環境共生ゾーン  鉄軌道 

 集落活性化ゾーン  
広域幹線道路 

（自動車専用道路） 

 
住環境整備 

誘導ゾーン 

 

 
主要幹線道路 

 
幹線道路沿道開発 

誘導ゾーン 
 幹線道路等 

 
インター周辺開発 

誘導ゾーン 
 未整備区間 

 

 

 

 

 

首都圏中央連絡自動車道  

木更津東 IC 

JR 東清川駅 

JR 祇園駅 JR 清川駅 

国道 1６号  

J
R
内
房
線

 

小櫃川  

木更津金田 IC 

JR 馬来田駅 

木更津南 IC

  

木更津北 IC 

小櫃川  

東京湾アクアライン連絡道  
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【木更津地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境共生ゾーン 

都市計画道路中野畑沢線 

都市計画道路草敷潮見線 

住環境整備誘導ゾーン 
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【波岡地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

自然環境共生ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

インター周辺開発誘導ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

都市計画道路牛袋小浜線 

都市計画道路大久保畑沢線 

都市計画道路中野畑沢線 

木更津南 IC 

幹線道路沿道開発誘導ゾーン 
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幹線道路沿道開発誘導ゾーン 

幹線道路沿道開発誘導ゾーン 

【清川地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境保全ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

JR 久留里線 

木更津北 IC 

都市計画道路中里曽根線 

自然環境共生ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

インター周辺開発誘導ゾーン 
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【岩根地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路沿道開発誘導ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

住環境整備誘導ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

都市計画道路木更津駅万石線 

都市計画道路中野畑沢線 

JR 内房線 

航空自衛隊 

海上自衛隊 

都
市
計
画
道
路
木
更
津
高
等
学
校
高
柳
線 



12 

【鎌足地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落活性化ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

都市計画道路草敷潮見線 

市営霊園  

鎌足中学校  

鎌足小学校  

鎌足公民館  

自然環境共生ゾーン 
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【金田地区土地利用方針図（参考）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インター周辺開発誘導ゾーン  

自然環境共生ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

都市計画道路中野畑沢線 

都市計画道路金田湾岸線 

木更津金田 IC 

自然環境保全ゾーン 
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【中郷地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境保全ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

都市計画道路中里曽根線 

県道木更津根形線 

中郷小学校  

中郷公民館  

自然環境共生ゾーン 

集落活性化ゾーン 

幹線道路沿道開発誘導ゾーン 
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【富来田地区土地利用方針図（参考）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境保全ゾーン 

集落活性化ゾーン 

インター周辺開発誘導ゾー

ン 

自然環境共生ゾーン 

自然環境共生ゾーン 

県道鶴舞馬来田停車場線 

都市計画道路下郡大稲

木更津東 IC 

県道長浦上総線 

富岡公民館  

JR 久留里線  

少年自然の家  

富岡小学校  

自然環境共生ゾーン 

県道南総馬来田線 
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  都市計画提案制度について 

 都市計画提案制度は、都市計画法第２１条の２の規定により土地所有者、まちづくりＮＰＯ法人、

まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、一定の要件を満たした上で、地方公共団

体に対し都市計画の決定等の提案をすることができるものです。 

 本市の場合は、市が決定できる地区計画、高度地区、防火地域等の都市計画について提案するこ

とができます。 

 また、都市計画の提案に関する手続きは、木更津市都市計画の提案に関する規則（平成２０年木

更津市規則第３９号）に規定されています。概要は、次のとおりです。 

 

１ 提案することができる主体 

 提案することができる主体は主に以下のとおりです。 

⑴ 提案する区域内の土地所有者等（土地所有権者及び借地権者） 

⑵ まちづくりを活動目的とするＮＰＯ法人 

⑶ 一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人 

 

２ 提案に必要な要件 

 提案をする場合は、以下の要件を全て満たす必要があります。 

 ⑴ 都市計画法、その他の法令に基づく都市計画の基準に適合していること 

 ⑵ 提案する区域は０．５ヘクタール以上のまとまった土地であること 

 ⑶ 土地所有者等の３分の２以上の同意を得ていること 

 

３ 提案に必要な書類 

 ⑴ 木更津都市計画の提案書 

 ⑵ 都市計画（地区計画）の素案 

 ⑶ 土地所有者等の一覧及び同意書等 

 ⑷ 土地所有者等への説明に関する調書 

 ⑸ 周辺環境への影響に関する調書 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

 

４ 提案に対する判断基準 

提案のあった内容について、次に掲げる基準などから総合的に判断します。 

⑴ 「木更津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「木更津市の都市計画に関す

る基本方針」その他のまちづくりに関する方針に即しているかどうか 

⑵ 周辺環境への影響に配慮したものであるかどうか 

⑶ 土地所有者等への説明が十分に行われているかどうか 
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５ 提案制度の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津市都市計画審議会 

・提案書、計画図等の作成 
・土地所有者等への説明 
・意見の集約 
・同意書の徴収 
・登記事項証明書等書類の整理 

事前相談 

木更津市 提案者 

事前相談の受付 

・情報の提供 
・技術的助言 
・関係団体、関係部局等との連
絡調整 

都市計画の提案 受付 

提案要件の確認 

（内容のヒヤリング） 

都市計画決定・変更の必要性

の判断 

決定・変更が不要 決定・変更が必要 

・都市計画原案の作成 

・公聴会等の開催 

・都市計画案の作成 

都市計画案の縦覧 

通知 

通知 

都市計画決定・変更の告示 

申請者 木更津市 

許可 

開発許可申請 

通知 

受付 

審査 

都市計画提案の概要・市の判断等の公表 

都
市
計
画
提
案 

開
発
行
為 

原案協議 

協議 

千葉県 


